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第１章 委託業務概要等 

 

１ 委託業務名 

向島東中学校区小中一貫教育校施設整備事業に係る基本計画策定業務委託 

 

２ 委託期間 

  契約の日の翌日から令和９年２月１５日まで 

ただし、以下⑴及び⑵の内容についてはそれぞれ次による。 

⑴   別紙７「基本計画引渡し成果物」の各該当印欄に△印のある業務委託に係る履

行期限については、原則、令和８年１２月１５日までとする。 

⑵   別紙７「基本計画引渡し成果物」の当該欄に○印のある業務委託に係るもの及

び本市と協議のうえ、上記⑴の履行期限を猶予したもののうち、その際の履行期

限の指定のないものについては、令和９年２月１５日までを履行期限とする。 

 

３ 委託目的 

 伏見区向島東中学校区の２小学校（向島小学校、向島藤の木小学校）と向島東中

学校を一体化した施設一体型小中一貫教育校の整備を求める地元からの要望書（令

和７年１２月１７日提出）を踏まえ、向島東中学校敷地に９学年すべての子どもた

ちが共に学ぶことができる校舎を整備し、令和１４年度を目途に施設一体型小中一

貫教育校を開校する計画を進めている。 

  本委託業務は、計画地における法的要件等を整理し、小中一貫教育校として必要

となる機能や施設の規模、既存校舎に対して必要な改修事項、必要経費等を明らか

にするとともに、ワークショップ等による地域住民や学校等からの意見を反映した

基本計画を策定する。 

 

４ 計画対象施設の概要 

⑴ 計画場所 

京都市伏見区向島吹田河原町 138（京都市立向島東中学校敷地） 

⑵ 敷地面積  １６，８９１平方メートル 

[参照資料] 

別紙１「付近見取図」 

⑶ 都市計画制限等 

 ア 市街化区域、第一種住居地域、容積率２００％，建ぺい率６０％ 

イ ２０ｍ第二種高度地区、町並み型建造物修景地区 

ウ 文 化 財：指定なし 

エ 日影規制：（５ｍライン４時間，１０ｍライン２．５時間） 

オ 防火指定：指定なし 

カ 浸水想定：約３ｍ 

  キ その他 
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開発許可手続の必要性や上記及びその他の制限については受託者が最終確認 

すること。 

⑷ 計画対象施設の棟情報等 

別紙２「配置図・平面図」及び別紙３「既存校舎情報」のとおり 

 

５ 配置技術者等の資格要件 

 本業務に当たっては、管理技術者、計画策定担当主任技術者（建築計画策定担当

者）、電気計画策定担当者、機械計画策定担当者及びワークショップ担当者（以下「管

理技術者等」という。）を選定し、その者の下に行わなければならない。また、管理

技術者等については、書面により届け出て、本市の承諾を得るものとする。 

 なお、管理技術者等の資格要件は下記によるものとする。 

⑴ 管理技術者の資格要件 

 受託者は、業務遂行に当たって、実務経験が豊富であり、誠実かつ責任感のあ

る管理技術者を選定し、その者の経歴及び資格を書面にて本市へ提出し、承諾を

得るものとする。 

 管理技術者は、自社の社員から選定するほか、基本計画において建築・電気・

機械の計画趣旨及び内容を総括的に反映できる者とし、一級建築士資格取得後５

年以上の実務経験を有する者でなければならない。また、管理技術者は、下記⑵

アに掲げる計画策定担当主任技術者（建築計画策定担当者）を兼ねることはでき

ない。 

 なお、業務履行期間中において、その者が管理技術者として著しく不適当であ

ると本市が認めた場合は、受託者は、速やかに適正な措置を講じるものとする。 

⑵ 受託者は、次に掲げる計画策定担当主任技術者（建築計画策定担当者）を選定

するほか、電気計画策定担当者・機械計画策定担当者及びワークショップ担当者

を選定しなければならない。また、計画策定担当主任技術者（建築計画策定担当

者）は自社の社員から選定しなければならない。ただし、電気・機械計画策定担

当者及びワークショップ担当者は自社若しくは協力事務所の社員から選定するこ

とができる。 

 なお、業務履行期間中において、同担当者が業務を担当するに当たり、著しく

不適当であると本市が認めた場合は、受託者は、速やかに適正な措置を講じるも

のとする。 

 

ア 計画策定担当主任技術者（建築計画策定担当者）（次の(ｱ)～(ｴ)のいずれかに

該当する者） 

(ｱ) １級建築士資格取得後２年以上の建築設計実務経験を有する者 

(ｲ) ２級建築士資格取得後７年以上の建築設計実務経験を有する者 

(ｳ) 大学(専門課程)卒業後７年以上の建築設計実務経験を有する者 

(ｴ) 上記(ｱ)～(ｳ)のいずれかの者と同等以上の知識及び経験を有すると認めら

れる者 
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イ 電気計画策定担当者（次の(ｱ)～(ｶ)のいずれかに該当する者） 

(ｱ) 設備設計１級建築士で電気設備設計の実務経験を有する者 

(ｲ) 建築設備士で電気設備設計の実務経験を有する者 

(ｳ) １級電気工事施工管理技士資格取得後３年以上の電気設備設計の実務経験

を有する者 

(ｴ) 大学(専門課程)卒業後５年以上の電気設備設計実務経験を有する者 

(ｵ) 高等学校(専門課程)卒業後８年以上の電気設備設計実務経験を有する者 

(ｶ) 上記(ｱ)～(ｵ)のいずれかの者と同等以上の知識及び経験を有すると認めら

れる者 

ウ 機械計画策定担当者（次の(ｱ)～(ｷ)のいずれかに該当する者） 

(ｱ) 設備設計１級建築士で機械設備設計の実務経験を有する者 

(ｲ) 建築設備士で機械設備設計の実務経験を有する者 

(ｳ) １級管工事施工管理技士資格取得後３年以上の機械設備設計の実務経験を

有する者 

(ｴ) 空調衛生工学会の設備士資格取得後３年以上の機械設備設計の実務経験を

有する者 

(ｵ) 大学(専門課程)卒業後５年以上の機械設備設計実務経験を有する者 

(ｶ) 高等学校(専門課程)卒業後８年以上の機械設備設計実務経験を有する者 

(ｷ) 上記(ｱ)～(ｶ)のいずれかの者と同等以上の知識及び経験を有すると認めら

れる者 

エ ワークショップ担当者 

 過去に同様のワークショップ、会議等で司会進行役やファシリテーターの役

割を担った経験を有する者が望ましい。 

 

 

第２章 施設整備の基本的な考え方 

 

１ 基本方針 

基本計画の策定に当たっては、原案を複数案作成し、比較検討すること。また、以下に

示す基本方針や調査、ワークショップでの意見等も踏まえ、最終的な基本計画とすること。 

 

⑴  既存校舎を活かした施設整備 

既存校舎を有効活用しつつ、小中一貫教育校として必要な施設を増築する。必要に 

応じて既存施設の一部を解体撤去することも可能とする。 

  施設内容や規模については、別紙４「計画諸室等一覧」を基本としつつ、諸室数や

面積等は本市と十分協議を行い、本業務の中で検討すること。 

既存校舎については、主要構造部を活かしつつ、外装・内装および各種設備（給排

水衛生、空調、ガス、電気）の全面的な更新を想定している。なお、その整備内容に

ついては、別紙５『校舎長寿命化事業整備メニュー』を参考にしつつ、校舎の現状を
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調査等により把握したうえで、費用面も考慮し、最適な改修内容・手順を受注者の創

意工夫により検討すること。また、必要に応じて躯体補強も検討するものとする。 

⑵ １年生から９年生までが共に学ぶ環境の確保 

１年生から９年生までの児童・生徒が同一施設の中で共に学ぶことを鑑み、次に掲げ 

る項目に留意する。 

ア 各室の配置は、子どもたちの心身発育状況に考慮し、異年齢の交流・連携が促 

進されるように整備する。 

イ 特別教室の配置及び設備等は、各教科の実情を考慮したものとする。 

ウ 体育の授業等に活用できる屋内体育施設を整備する 

エ グラウンドを整備し、授業、放課後の活動等において、異年齢の児童生徒がとも   

に安心・安全に利用できるようにする。 

オ その他、過去事例にとらわれず、先行事例や文部科学省の報告等を参考とし、諸 

室の配置、レイアウト、ＩＴ機器等について、今日的な学習ニーズに対応した学習 

施設・設備を充実して配備する。 

⑶ 防災拠点の確保 

避難所機能（収容、衛生、非常用電源・給水等）を確保する。 

⑷ 地域に開かれた学校 

教育的な配慮を行いながら、地域住民にとっても利用しやすい施設を整備する。 

 

２ 施設用途・規模・構造等に関する基本的な考え方 

⑴ 施設用途 

  学校（義務教育学校） 

⑵ 施設規模、構造 

  基本計画策定の中で検討する。 

   校舎の階数、高さ等は、新景観政策による高さ・デザインの検討を行う中で検 

討する。地下階は原則として設けない。 

   プールについては、京都市における学校プールの民間委託の試行実施状況を踏

まえつつ、基本計画において整備方針を検討する。 

⑶ 屋外付帯の概要 

駐輪場、駐車スペース、舗床、雨水排水、囲障、植栽、学習園、スロープ、擁 

壁、プール、防球ネット、遊具等の運動場施設等 

⑷ 電気設備の概要 

受変電、電灯コンセント（夜間照明を含む）、動力、構内情報通信網、構内交換、

情報表示、映像・音響、拡声、誘導支援、呼出、監視カメラ、火災報知、防犯入

退室、構内配電線路、構内通信線路、昇降機、テレビ電波障害、自家発電、雷保

護、太陽光などの再生可能エネルギー使用の検討、その他必要な電気設備一式 

⑸ 空調設備の概要 

 空調機器、換気等その他必要な空調設備一式（既存体育館への空調新設を含む） 
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⑹ 衛生設備の概要 

 給水、排水、衛生器具、ガス、給湯、消火、ろ過、厨房機器、井水（初期消火

用水・散水）、雨水（トイレ洗浄水・散水）等の利用、その他必要な衛生設備一式 

⑺ その他 

ア 児童・生徒数、教職員数（想定） 

 児童・生徒２５０人程度（１学年あたり１学級）、その他教職員３０人程度 

イ 児童・生徒が安全に通学できる動線の確保（徒歩、自転車等含む。）について、

総合的に検討する。 

ウ キュービクル等の電気設備、給排水、ガス等のインフラの転がし計画をはじ

め、敷地内の電気錠、監視カメラの設置など防犯対策等についても検討する。 

エ 増築部分は、「京都市公共建築物脱炭素仕様（令和６年３月改定）」に基づき、

ZEB Ready 相当以上とする。さらに、既存の改修部分を含めた建築物全体の ZEB

化の可能性について検討する。これらについて建築研究所計算支援プログラム

（標準入力法）を使用した BPI 及び BEI の算出を行い、検証を行うこと。 

⑻ その他の検討事項 

 施設の積極的な木造化（一部木造化を含む）、木質化のため、受託者は、次のア

～ウに掲げる項目について検討を行うこと。 

ア 木材利用方針の整理 

  法規制、構造、コスト、環境等から本件での方針を整理する。 

イ 木材利用方法の検討 

  木材利用方針に沿って、次の(ｱ)及び(ｲ)についての検討を行う。 

(ｱ) 木造化による利用方法の検討 

工法（在来工法、ＣＬＴ等）、樹種等 

(ｲ) 木質化による利用方法の検討 

利用部位、樹種等 

ウ 木材利用量の算定 

  木造化及び木質化を行う範囲、面積、材料立米数等を算定する。 

  なお、算定する際は、木材の産地別にすること。 

 

３ 整備スケジュール（予定） 

 整備スケジュールは、以下を基本としつつ、学校の長期休暇等の予定を考慮し、

工事費や整備内容に応じて調整する。 

 なお、工事費が４億円以上となる場合、工事の契約に京都市会の議決を経る必要

があることに留意すること。 

 令和 ８年度         基本計画 

令和 ９年度～令和１０年度  基本設計・実施設計 

 令和１１年度～令和１３年度  整備工事 

 令和１４年４月        小中一貫教育校開校 

  ※ 工期等は、整備内容により決定。 
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第３章 業務内容 

 

１ 計画敷地の条件整理及び現況調査 

計画敷地における各種関係法規に基づく規制内容を整理するとともに、関係部署 

と協議を行い、その都度協議記録を作成する。特に、計画に当たって必要となる許 

認可等の手続きについては、要件を調査し、必要な申請期間等を考慮した事業スケ 

ジュールとすること。 

また、計画敷地の社会的条件、敷地条件及び、既存建物の法（建築基準関係規定 

等）適合状況に関する現況調査、申請書類の作成並びに諸手続きを行う。 

 

２ 教育活動に配慮した工程の検討及び仮設校舎計画の検討 

学校運営上支障のないよう安全に工事を実施できる計画を立案すること。そのために仮

設校舎の設置が不可避な場合は、仮設校舎を設置する計画としてもよいが、当該費用も工

事予算額に含むため、既存校舎内の教室移動による居ながら施工の検討を行う等、費用を

抑制できる計画とすること。 

 

３ 建設工事費、工期の算定、全体スケジュールの検討 

⑴ 建設工事費について 

ア 原案の段階では概略の工事費で検討を行い、最終案で詳細検討を行う。 

イ 「官庁施設の企画書及び企画書対応確認書の標準的書式（令和３年改定版）（国

土交通省）」に示されたコスト配分表をもとに作成する。 

ウ 採用する整備メニュー及び改修工事の手順については、本市と十分協議を行

い、費用対効果を十分に考慮した実効性のある計画となるよう、本業務の中で

検討すること。 

⑵ 建設工期について 

ア 算定に当たっては、週休二日制を考慮する。 

⑶ 全体スケジュールについて 

ア 算定した工期、その他申請手続期間や解体工事並びにグラウンド整備工事、

仮設校舎を設置する場合はその期間等を含めた全体スケジュールを検討したう

えで総合的なステップ図を作成し、整備手順を整理する。 

イ 全体スケジュールの検討に当たっては、他都市及び本市の先行事例を調査の

うえ、教育活動への影響を最小限に抑える工程を検討・整理し、これに基づいて実施

する。 

 

４ ワークショップ等の運営参画 

保護者・地域住民とのパートナーシップによる学校づくりの観点から、委託期間

中に２～３回程度、計画検討の途中経過を共有するとともに、意見を伺う場（ワー

クショップ等）を開催することを想定している。本市と協議のうえ、実施に必要な

企画協議、開催準備、当日の運営に参画するとともに、本市が指示する作業を行う。 
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＜実施例＞ 

第１回：事業概要説明、意見交換 

第２回：配置案の経過報告、外観案経過報告、意見交換 

第３回：計画案報告（概略平面図、立面図、イメージ、スタディ模型の提示等） 

＜作業等の例＞ 

運 営 企 画 地域住民等も参加したワークショップ等の開催のための企画、運

営方法等についての協議への参画等 

開 催 準 備 配布資料、スライド、簡易模型の作成等 

当 日 運 営 全体進行、ファシリテート等 

そ の 他 ワークショップ開催の記録、住民周知広報紙用資料の作成等 

 

５ 本業務の範囲 

 基本計画策定業務は、一般業務と追加業務とし、内容及び範囲は次による。 

⑴ 一般業務 

  一般業務の内容は、平成３１年国土交通省告示第９８号別添第１項を準用する 

ものとし、範囲は別紙６「基本計画業務委託の範囲」のとおりとする。 

⑵ 追加業務 

  追加業務の内容は、以下のア～ウに掲げるとおりとする。 

 ア 老朽度調査 

   第５章での貸与品等によるほか、目視等による現地調査により、外壁や屋上

防水等の外装、内装、給排水衛生設備、空調設備、ガス設備、電気設備等の老

朽度調査をし、改修手法や範囲を検討する。 

   なお、改修内容により計画対象建物以外の建物に影響を及ぼす場合は、計画

対象建物以外の建物も調査し、改修手法等を検討する。 

 イ 現況調査と法令適合性の確認 

  本業務における現況調査は、国土交通省「既存建築物の現況調査ガイドライン」

（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。 

  (ｱ)  現況調査及び現況図面の作成 

    計画敷地内にある全ての建築物（倉庫及び塀等を含む。）について、ガイド

ラインに基づく現況調査（書類調査及び現地調査）を行うこと。なお、一部

の既存図面及び確認申請書の副本が存在しないため、該当部分についてはガ

イドラインの手法に則り、現地における実測調査により法適合確認に必要な

現況図面を作成したうえで調査を行うこと。 

  (ｲ)  法令適合の判定及び現況調査報告書の作成 

    調査結果に基づき、各建築物の建築基準関係規定への適合性について、「適

合」、「不適合（既存不適格）」、「不適合（その他）」、「不明」の区分で判定し、

現況調査報告書を作成すること。 

    なお、計画対象施設については集団規定及び単体規定に係る調査を、計画

対象施設以外の施設については集団規定及び増築等に必要な範囲の単体規定
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に係る調査を行うこと。 

  (ｳ) 法令適合方法の整理 

    「不適合（既存不適格）」、「不適合（その他）」、「不明」の判定を受けた建

築物については、関係部署と十分に協議を行い、その都度協議録を作成のう

え、法令適合に必要な改修方法や撤去の要否等を提案し、基本設計・実施設

計へ円滑に引き継げるよう整理すること。 

 ウ その他 

   業務委託仕様書に記載されているもののほか、本業務に必要であり、本市が 

指定した事項。 

 

 

第４章 提出書類・成果物および電子納品 

 

１ 提出書類（着手時・完了時等） 

⑴   受託者は、契約締結後、次の書面を速やかに本市に提出しなければならない。 

業務工程表 ２部 

管理技術者等届（経歴書含む。） ２部※ 

（協力事務所がある場合）その会社の概要と担当技術者名簿 ２部 

※ 計画策定担当主任技術者（建築計画策定担当者）、電気計画策定担当者、機

械計画策定担当者及びワークショップ担当者を含む。 

⑵ 受託者は、業務完了時に次の書面を速やかに提出しなければならない。 

業務完了届 １部 

成果物納入届 １部 

請求書 １部 

振込依頼書（必要時のみ） １部 

 ⑶ 受託者は、その他発注者の求めに応じ、必要な書類を提出しなければならない。 

 

２ 成果物の取扱い・著作権等 

⑴ 成果物はコピーを使用してはならない。 

 なお、やむを得ず使用する場合は、コピー後の判読が容易で、加筆・修正が行

えるものとする。 

⑵ 受託者は、成果物の著作権（著作権法第２１条から第２８条までに規定する権

利をいう。）を、引渡し時に本市に無償で譲渡するものとし、受託者は、著作権法

第１９条第１項又は第２０条の権利を行使しないものとする。 

⑶ 業務完了後１０年間は、受託者において成果物の計画図書等の写しを保存する。

ただし、本市の承認を得た場合、この限りではない。 

⑷ 引渡し成果物は別紙７「基本計画引渡し成果物」に記載のとおりとする。 
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３ 電子納品 

⑴ 本業務は、電子納品の対象業務とする。電子納品は、「京都市都市計画局電子納

品（建築設計業務）要領(案)」に基づいて行うものとする。本業務の電子納品対

象書類は、成果物の全てとする。 

⑵ 図面等をＣＡＤにより作成する際は、建築ＣＡＤ図面作成要領（案）（国土交通

省大臣官房官庁営繕部）の最新版により作成するものとし、レイヤの構成は、こ

の作成要領(案)のレベル２を満足すること。 

⑶ 電子納品の成果物は、電子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）で正・副各１部（計 

２部）提出する。 

⑷ 電子納品の成果物の提出の際には、電子成果物作成支援・検査システム（国土

交通省大臣官房官庁営繕部）により、エラーがないことを確認した後、ウイルス

チェックを行い、ウイルスが存在していないことを確認したうえで提出するもの

とする。 

 ⑸ その他、電子納品に関する詳細な取扱いについては、監督員と受注者で協議の 

うえ決定する。 

 

 

第５章 業務の実施 

 

１ 業務の着手 

 受託者は、契約締結後１４日以内に業務に着手しなければならない。この場合に

おいて、着手とは、管理技術者が、本市の監督員（担当職員、専門主事等。以下同

じ。）と打合せを開始することをいう。 

 

２ 業務条件 

 受託者は、次の事項を遵守すること。 

⑴ 本書の内容、適用基準図書及び別添の資料に基づき業務を行う。 

⑵ 本市の監督員と十分に連絡を取りながら業務を進めるとともに、主な計画方針

等については、適宜、監督員との協議の場を設けて内容を確認のうえ、監督員の

指示又は承諾を得る。 

⑶ 各種関係法令及び基準等を遵守する。 

⑷ 受託者（協力事務所を含む。）は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏

らしてはならない。 

⑸ 概算工事費の算定には、計算に使用した根拠、実績、適用基準等並びにその計

算過程を明記するものとする。 

⑹ 受託者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切、本市に帰属する。 

⑺ 建築、電気、機械の各計画やその他説明書等に相違が無いように精査する。 

⑻ 管理技術者は、建築計画、電気計画、機械計画の全ての計画について常に進捗

状況を把握し、提出した業務工程表に示した工程の遵守に努めること。万一遅れ
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が生じる場合は、その理由と修正した業務工程表を書面で提出し、履行期間を厳

守すること。 

⑼ 受託者は本市に対し、進捗状況の報告、計画内容の協議及び確認等を行うため、

定期的に定例会議を開催すること。 

  なお、会議については、事前に資料を送付のうえ、原則として２週間に１回程

度の頻度で開催すること。 

⑽ 受託者は、本市の開催する会議等に適宜出席のうえ、施設に対する要望を確認

すること。内容については、議事録としてとりまとめ本市に報告する。確認した

内容のうち、本市の指示があったものについては、基本計画への反映の可否を検

討し、検討結果についてその理由を付して本市に報告する。 

 

３ 適用基準等 

 業務の遂行に当たっては、２の業務条件によるほか、次の内容が記載された国土

交通大臣官房官庁営繕部・国土交通省住宅局建築指導課・その他官公署監修の図書

を熟知し、適切に行うものとする。適用基準等で市販されているものについては、

受託者の負担において備えるものとする。 

⑴ 建築 

ア 設計指針に関するもの 

イ 設計図書作成に関するもの 

ウ 各部設計の指針に関するもの 

エ 設計図書の一部として作成されているもの 

オ 建築積算に関するもの 

カ その他 

（ア～カの詳細は別紙８「適用基準図書の一覧）による。） 

⑵ 設備 

ア 設計指針に関するもの 

イ 設計図書作成に関するもの 

ウ 設計図書の一部として作成されているもの 

エ 積算に関するもの 

オ その他 

（ア～オの詳細は別紙８「適用基準図書の一覧）による。） 

 

４ 特殊な工法等 

 受託者は、特殊な工法・材料・製品等を採用しようとする場合には、あらかじめ、

本市と協議し承諾を受けること。 

 

５ 再委託の禁止 

 業務委託契約書（以下「契約書」という。）第１１条第１項に規定する主たる部分

は、業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分とする。 
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６ 貸与品等 

 貸与品は次のとおりとする。 

 なお、受託者は、業務完了後又は委託契約が解除された後、速やかに貸与を受けた資料

を受託者に返還しなければならない。 

品名 数量 引渡場所 引渡時期 返却時期 

計画通知、検査済証及び各種

許認可申請書の副本 

（本市保管分のみ） 

１ 教育環境整備室 受注時 業務完了時 

既存建物図面一式 

（本市保管分のみ） 
１ 教育環境整備室 受注時 業務完了時 

地質調査報告書 

（本市保管分のみ） 
１ 教育環境整備室 受注時 業務完了時 

建築基準法第１２条に基づく

定期点検報告書 
１ 教育環境整備室 受注時 業務完了時 

消防設備点検報告書 １ 教育環境整備室 受注時 業務完了時 

自家用電気工作物点検報告書 １ 教育環境整備室 受注時 業務完了時 

受水槽・高架水槽の水質及び

外観検査報告書 
１ 教育環境整備室 受注時 業務完了時 

 

７ 委託料の支払い条件 

 委託料は、下記の条件で支払う。ただし、前払金の支払いは、受託者からの請求

に基づき支払う。なお、部分引渡しに係る委託料の支払いは行わない。 

⑴ 前払金 

 委託料の３０％以内とする。 

⑵ 部分払 

 部分払は行わない。 

⑶ 完了払 

 完了後に支払う。 

 

８ プロポーザル方式等により業務を受託した場合の業務履行 

 プロポーザル方式等により業務を受託した場合には、提案書により提案された履行体制

により本業務を履行すること。 

 

９ 部外折衝等 

⑴ 受託者は、業務の実施に先立ち現地調査を行い、現況を十分把握するとともに、

特筆すべき内容は、本市に書面により報告する。 

⑵ 受託者は、業務の実施に当たって、関係官公署等と部外折衝を要する場合は、

速やかに本市に書面により報告し、その指示に従い処理する。また、必要な申請

業務は受託者が行う。（申請業務に係る経費は、受託者が負担するものとする。） 
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10 打合せ及び打合せ記録 

 受託者は、本市及び関係官公署等との打合せを行った場合は、速やかに議事録を

作成し、その都度、本市に提出する。 

 

11 条件変更等 

 受託者は、契約書第２３条第１項各号の一に該当する事実を発見したときは、同

項の規定により、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければなら

ない。 

 

12 一時中止 

 京都市は、受託者が契約書及び仕様書（本書）に違反し、又は監督員の指示に従

わない場合等、必要と認めた場合は、契約書第２５条第２項の規定に基づき、業務

の全部又は一部を一時中止させることができる。 

 

13 履行期間の変更 

 受託者は、契約書第２８条の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合

は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表及びその他必要な資料を

監督員に提出しなければならない。 

 

14 修補 

 受託者は、検査に合格しなかった場合は、契約書第３７条第５項の規定に基づき、

直ちに修補をしなければならない。 

なお、修補の期限及び修補完了の検査については、監督員を通じて、検査員の指

示に従うものとする。 

 

15 検査及び引渡し 

⑴ 業務の完了を確認するための検査日時及び場所は、受託者の業務完了通知がな

された後、本市が決定する。 

⑵ 受託者は、決定された検査日時及び場所において、別紙７「引渡し成果物」に 

  記載する成果物を本市に提示し、業務の完了を確認するための検査を受ける。 

⑶ 受託者の承諾を受けた場合、本市は引渡し前においても成果物の全部又は一部

を使用することができる。 

 

16 その他 

 この仕様書の定めにない事項及びこの仕様書に定める事項について疑義が生じた

場合は、受託者は、速やかに本市と協議を行うものとする。 


